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はじめに 

 

 宮城県産業教育審議会では，東日本大震災で農業高校や水産高校が甚大な被害を受けた

ことから，平成２３年に「震災からの復興に向けた今後の専門学科・専門高校の在り方に

ついて」諮問を受け，平成２４年３月に「震災後の地域振興を視野に入れた専門教育の在

り方について」答申を行った。 

 その後，平成２７年度から平成２８年度には専門委員会を設置し，県内の専門学科・専

門高校の特色ある学習内容や，現状と課題を調査・整理し，平成２９年３月に「今後の専門

学科・専門高校の目指すべき方向性について」，提言を行ったところである。 

 近年，技術革新の進展により，ＡＩ，ビッグデータ，ＩｏＴ，ロボティクス等の先端技術

が高度化し，あらゆる産業や社会生活に取り入れられた Society5.0と呼ばれる新たな時代

が到来しつつあり，社会の在り方そのものが大きく変化していくと予測されている。加え

て，新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大は，人々の生活に様々な制限をもたら

し，教育活動にも大きな影響を与え，今もなお，終息の目途が立っておらず，まさに予測困

難な時代を迎えている。 

 また，出生数の減少により人口減少が加速し，結果として本県の将来を支える人材も減

少することが考えられるため，産業界や地域社会の維持に支障を来す恐れも出てきている。 

一方，今年度より年次進行で実施の学習指導要領においては，産業教育に関する各教科

について，地域や社会の発展を担う職業人を育成する上で必要となる各教科内容等の改善

の視点として，持続可能な社会の構築，情報化の一層の進展，グローバル化などへの対応

が挙げられている。 

 さらに，本県産業界においては，人口減少，少子高齢化に伴う地域産業の担い手不足が

懸念される中，専門学科・専門高校において，社会の変化に対応できる人材，地域産業の維

持・発展に貢献できる専門的な知識及び技術を持った職業人を育成することが求められて

いる。 

 このような状況のもと，宮城県産業教育審議会は令和３年６月２日，宮城県教育委員会

から，「今後の産業教育の在り方について」諮問を受け，本県産業教育の今後の方向性につ

いて，審議を進めることにした。 

 また，各専門学科（農業，工業，商業，水産，家庭，看護，福祉）の現状や課題，方向性

などについて，様々な視点から意見をいただくため，専門委員会を設置し，同年９月から

同年１２月にかけて３回の専門委員会を開催し，協議・検討を進めてきた。そして，専門委

員会からの意見を参考にしながら，４回の審議会を開催し，「今後の産業教育の在り方につ

いて」，現状と課題の検証をはじめ，様々な観点について検討を重ねてきた。このたび，現

時点での結論が得られたことから，審議の結果をここに答申する。 
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第１章 本県産業教育を取り巻く現状と課題 

 １ 本県産業教育の現状 

 （１）高等学校における学科の設置状況（令和３年５月現在） 

     本県では現在，専門学科として，農業学科７校，工業学科７校，商業学科９校， 

水産学科２校，家庭学科３校，看護学科１校，福祉学科１校の３０校を設置して 

いる。また，総合学科を有する学校については６校を設置，農業分野，工業分野， 

商業分野，家庭分野，福祉分野など，地域の実情に応じて様々な系列が設置され 

ており，幅広い産業教育が実践されている。 

専門学科・専門高校の設置状況は，下図のとおり，県全体のバランスを考慮し 

    た配置となっている。また，全日制の在籍生徒に占める産業系専門学科，総合学 

科に在籍する生徒の割合は 28.0％となっている。 

 ＜県内専門高校等の設置状況（県立（全・定））＞       ＜在籍生徒数の学科別割合（県立：全日制）＞  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）高等学校卒業者における進路状況（令和３年５月現在） 

     本県高等学校（全日制）の卒業者のうち就職した者の割合は，普通科が 11.2％ 

であるのに対して，農業学科 62.2％，工業学科 64.2％，商業学科 50.6％，水産 

学科 66.7％，家庭学科 49.1％，福祉学科 50.0％，総合学科は 44.5％という状況 

である。 

一方，大学，短期大学，専門学校等を合わせ進学した者の割合は，普通科が 85.6％ 

であるのに対して，農業学科は 36.3％，工業学科 35.1％，商業学科 48.6％，水産 

学科 32.8％，家庭学科 50.0％，福祉学科 50.0％，総合学科 52.6％であり，より 

高いレベルの専門性を目指して，高校卒業後もさらに学び続ける生徒も少なくな 

※1 【産業系専門学科】農業・工業・商業・水産・家庭・看護・福祉の学科。 

※2 【普通系専門学科】理数・英語・美術・体育・災害科学の学科。 

■ 農業に関する学科 

▲ 工業に関する学科 

◆ 商業に関する学科 

○ 家庭に関する学科 

★ 水産に関する学科 

△ 看護に関する学科 

▽ 福祉に関する学科 

● 総合学科 
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い。看護学科については５年一貫教育となっていることから，本科生全員が専攻 

科に進学するため 100.0％となっている。 

本県全体では，高等学校卒業者のうち，就職した者の割合は 25.2％であり，就 

    職内定率は 99％を超えている。進学した者の割合は，大学，短期大学，専門学校 

等を合わせ 72.2％となっている。 

＜学科別進路状況の割合（公立（市立含む））＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「学校基本調査」より R3.5.1現在） 

  （３）高等学校における入試状況（令和３年度） 

     本県の公立高等学校入学者選抜は，前期選抜・後期選抜と分かれていたものを， 

令和２年度入試から一本化して第一次募集として実施している。令和３年度公立 

高等学校（全日制）の募集定員については，専門学科は計 3,760人で県全体の 

26.5％，総合学科は計 840人で県全体の 5.9％である。（市立高校含む） 

     令和３年度公立高等学校入学者選抜（全日制）では，県全体の出願倍率が 0.96 

倍と 1.0倍を下回る状況であった。特に，専門学科及び総合学科においては，看 

護学科以外の学科について，定員割れの状態が続いている。 

   ＜学科別出願倍率＞ 
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（４）産業社会の変化 

     本県においては，地域経済を構成し，「富県宮城」の実現に向け重要な役割を果 

たす県内産業は，人口減少に伴う地域産業の担い手不足やＡＩ※3，ＩｏＴ※4等の 

先端技術（Society5.0※5）の普及，復興需要の収束などの課題に直面することな 

どが予想される。そのため，「新・みやぎの将来ビジョン※6」において，新産業の 

創出や様々な産業分野でのイノベーション※7を促進し，付加価値の創出や生産性 

の向上を図り，県内総生産や県民所得の増加を目指すとされている。 

また，現在，産業界ではエネルギーや気候変動など国際社会の課題に貢献すべ 

く持続可能性を追求するためのツールとして，ＳＤＧｓ※8の活用が注目を集めて 

いる。 

 

 ２ 本県産業教育の課題 

 （１）専門学科・専門高校の課題 

    本県の専門学科・専門高校においては，地域や産業界と連携した実践的な産業 

教育に取り組み，それぞれの専門学科の特色を活かした教育活動を展開してきた。 

その中で，生徒たちは専門分野に関する基礎的・基本的な知識及び技術や，それ 

らを適切に活用する能力，意欲的な態度，職業人としての礼儀やマナーを身に付 

け，卒業後は，本県の産業経済や地域社会を支える有為な人材として，幅広い分 

野で活躍している。 

しかしながら，中学生や保護者等の専門学科・専門高校に対する認知度は低く， 

普通科に比べ志願者の確保が大きな課題となっており，少子化に伴い，今後さら 

にその傾向が強まることが予想される。 

 

 （２）社会の動向や産業構造の変化への対応 

    地域産業を支える職業人の育成を進めるためには，最先端のデジタル化に対応 

   した人材育成が急務となっており，専門学科・専門高校においては，より一層Ｉ 

ＣＴ※9やスマート機器※10の利活用等による次世代に対応できる新しい産業教育 

の在り方が求められている。 

 

※3 【ＡＩ】人工知能。人間の知的ふるまいの一部をソフトウェアを用いて人工的に再現したもの。 

※4 【ＩｏＴ】Internet of Thingsの略で，日本語では「モノのインターネット」を意味する。情報通信技術の概念を指す言葉 

で，これまで主にパソコンやスマートフォンなどの情報機器が接続していたインターネットに，産業用機器から自動車，家 

電製品まで，さまざまな「モノ」をつなげる技術。 

 ※5 【Society5.0】Society 5.0は，日本が提唱する未来社会のコンセプト。科学技術基本法に基づき，5年ごとに改定されてい 

る科学技術基本計画の第 5期（2016年度から 2020年度の範囲）でキャッチフレーズとして登場した。サイバー空間（仮想 

空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより，経済発展と社会的課題の解決を両立する，新た 

な未来社会（Society）を“Society 5.0（ソサエティー5.0）”として提唱。 

 ※6 【新・宮城の将来ビジョン】県政運営の基本的な指針であり，県の施策や事業を進める上での中長期目標と位置付けられる 

もの。 

 ※7 【イノベーション】経済成長の原動力となる技術革新。 

※8 【ＳＤＧｓ】「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称。国連加盟 193か国が 2016年から 2030年の 

15年間で達成するために掲げた目標。17の大きな目標と，それらを達成するための具体的な 169のターゲットで構成。 

※9 【ＩＣＴ】Information and Communication Technology の略。情報通信技術の略。コンピューターやデータ通信に関する情 

   報技術を意味する「IT」とほぼ同意であるが，コンピューター技術の活用に着目する場合に用いられることが多い。 

※10 【スマート機器】明確な定義はないが，パソコンやメインフレーム，ワークステーションなどの既存のコンピューターの枠 

   にとらわれない情報機器の総称を指す。 
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 （３）少子化による生徒数減少への対応 

     本県中学校卒業者見込数については，平成３１年度の中学校卒業者数は 20,765 

    人で，今後多少の増減はあるものの，概ね令和９年度には 19,000人を割り込むこ 

    とが見込まれている。 

 専門学科・専門高校の生徒は，約 60％が卒業後すぐに就職し，そのうち約８割 

の生徒が県内企業に就職している現状があり，生徒数の減少は地域産業を支える 

人材の減少に影響を与えることになる。このことから，地域産業を支える人材を 

育成するために，地域の企業や大学などの高等教育機関と連携した取組を一層推 

進し，地域産業への興味・関心を高め，魅力ある専門学科・専門高校づくりが求め 

られている。 

 

    ＜中学校卒業者見込数推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第３期県立高校将来構想第１次実施計画より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3 の実学級数は 357 
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第２章 これからの本県産業教育の在り方 

 

 １ 社会の変化に対応した人材育成 

 （１）生徒の資質・能力の育成 

① 専門学科・専門高校で求められる基礎的・基本的な資質・能力の育成 

技術革新，産業構造の変化，グローバル化など，社会の急激な変化に対応し， 

     専門学科・専門高校において育成することが求められる資質・能力も大きく変 

     化することが想定される。しかしながら，社会が大きく変化したとしても，将 

     来の産業社会を支える人材として普遍的に求められる資質・能力がある。 

まず，学びの基盤となる基礎学力の定着，実習・実践等を踏まえた基礎的・基 

本的な知識及び技術が必要であり，そのため，産業教育では，各分野において， 

社会的意義や役割を含む体系的・系統的な理解が求められている。 

また，ふるさと宮城への愛着や誇りを持ち，東日本大震災からの復興を支え， 

地域産業の課題解決に向けて，多くの人と協力して粘り強く学び続けようとす 

る意欲や，広い視野でより良い社会の構築に取り組む態度も求められている。 

 さらに，社会人，職業人として必要な礼儀やマナーを生徒に早い段階から意 

識させるとともに，社会で誠実に行動していくための倫理観を醸成することも 

重要である。 

 

    ② 次代の産業を担う人材に必要とされる資質・能力の育成 

      Society5.0においては，ＡＩ，ビッグデータ※11，ＩｏＴ，ロボティクス※12等 

を活用できる最先端の知識及び技術を学び，各学科の特性に応じたＩＣＴ利活 

用能力などを身に付けた上で，各専門分野における幅広い知識と高い技術を持 

ったスペシャリストの育成がこれまで以上に必要となる。 

一方で，多くの産業において６次産業化が進むなど社会のニーズに応じて専 

門領域が複合化する中で，専門性を基盤にしながら，新たな技術開発やビジネ 

スを創出できる，専門分野の枠を超えた知識及び技術を身に付けたゼネラリス 

ト※13の育成の視点も大切である。加えて，社会や職業の在り方が多様化する中 

で，生徒に自ら未来を切り拓いていく力を身に付けさせるためには，起業家教 

育に取り組むことも重要であり，その中で，チャレンジ精神や積極性，自己肯 

定感の向上など，起業家精神と経営感覚を併せ持つ職業人の育成も期待される。  

      さらに，「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現 

のために行動できる，ＳＤＧｓの担い手の育成についても専門学科・専門高校 

に期待が寄せられている。 

 

 
※11 【ビッグデータ】非構造化データを含むさまざまな種類・形式のデータによって構成された巨大なデータ群のこと。 ビッグ 

   データを活用することで，意思決定に必要な情報を引き出し，高精度な予測を行うことが可能となる。 

※12 【ロボティクス】ロボットの設計･製作･制御を行う「ロボット工学」を指す。ロボットのフレームや機構を設計する機械工 

学，ロボットに組み込んだモータを動かすための電気回路を制作する電気電子工学，ロボットを制御するプログラムを作成 

する情報工学に関する研究を総合的に行う学問。 

※13 【ゼネラリスト】「広範囲にわたる知識を持つ人」のことを指し，ビジネスの場においては，総合職やプロデューサーなど， 

    現場を広く見まわして，オールマイティに活躍できる人材や役職を指す言葉として使われる。 
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（２）教員の指導力向上 

     これからの産業教育に携わる教員には，時代の変化に合わせた最新の知識及び 

技術が求められ，先端技術を扱う企業や高等教育機関等と連携してスキルの向上 

を図ることができる機会を確保することが望まれる。 

 また，専門学科・専門高校における実践的・体験的な教育を充実させるために 

は，地域コミュニティとの連携が重要であり，地域，産業界や高等教育機関など 

の関係機関と学校をつなぐ役割を担うためのコーディネート力※14や，ファシリテ 

ーション力※15，マネジメント力※16等のスキル向上も必要である。 

 一方で，教員の負担軽減を図りながら，地域や産業界等との連携を円滑に進め 

るためには，関係機関と学校を結びつける地域連携，産学官連携を担うコーディ 

ネーターや専門部署等の設置が望まれる。こうしたコーディネート業務や，学校 

と地域や産業界とのマッチング業務に関する専門人材を配置することにより，持 

続可能な連携体制の構築が可能となり，より高い教育効果が期待できる。 

 

 （３）産業教育に必要な施設・設備の整備 

    Society5.0に対応した教育の実現には，最新の施設・設備のもとで知識及び技 

   術を習得することが望ましい。県教育委員会では，令和３年度，産業系専門高校 

   等におけるデジタル化対応産業教育装置の整備に係る事業「スマート専門高校の 

   実現」として，工業学科のＣＡＤ／ＣＡＭシステム※17や福祉学科のスマート介護 

   実習装置などが整備され，これまでできなかった新たな学びを実施することが可 

   能となった。 

 しかしながら，県内すべての学校に施設・設備等を導入するためには時間を要す 

ることから，今後は県内関係機関に既存する施設・設備等の活用や専門学科・専門 

高校における学科間，学校間での施設・設備の共有に向けた協力体制も望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※14 【コーディネート力】目標達成のために，立場を超えて必要なスキルや能力を備えた人を集める，個々の利害関係を調整して 

    全体の合意を形成する能力。 

 ※15 【ファシリテーション力】会議やミーティングの場で，合意形成や相互理解を支援することにより，組織や参加者の活性化， 

協働を促進させるリーダーの持つ能力。 

 ※16 【マネジメント力】ビジネスでのマネジメント力とは，企業や部署などの組織を管理する能力を指す。 

 ※17 【ＣＡＤ／ＣＡＭシステム】製図ソフト（ＣＡＤ）を活用しコンピューター上で製品をデザイン，そのデザインをプログラミ 

ング（ＣＡＭ）するもの。 
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２ 地域や産業界等との連携 

  （１）産業界・高等教育機関等との連携 

    予測困難な時代において，地域の持続的な成長を支える職業人を育成していく 

ためには，変化の最前線にある産業界で直接的に知識及び技術を習得できるよう 

産業界と高校が一体となった人材育成の推進が重要である。これまでも専門学科・ 

専門高校においては，企業等と連携した商品開発，ものづくり，熟練技能者によ 

る指導，地域の魅力を生かした観光ボランティアなど，地域や産業界，高等教育 

機関等と連携した実験・実習などの実践的，体験的な学習活動に取り組んできた。 

今後はさらに，産業界や高等教育機関等と連携・協働し，将来の本県産業を支 

    える人材の育成を見据え，専門学科・専門高校での人材育成の在り方を整理し， 

    教育課程の編成及び実施することが必要である。その実現のためには，産業界や 

    高等教育機関等の最新の施設・設備のもとで外部人材を活用しながら，知識及び 

    技術を習得することが望ましい。 

 

 （２）地域協働・地域活性化の推進 

    これまでも地域の活性化への取組，持続可能な社会や環境への貢献活動などに 

ついては，各専門教科の学びを基盤とした調査・研究に基づき，様々な実践活動 

が行われてきた。これらの活動は高校生が地域理解を深め，郷土愛を育み，地域 

住民等との連携を通してコミュニケーション能力や，自己有用感を高める良い機 

会であり，今後も継続した取組を期待したい。 

さらに，少子高齢化が進む中，地域の伝統文化・技能の継承においても，これ 

まで培ってきた専門学科・専門高校の学びは地域活性化の貴重な原動力となり， 

地域の産業振興には不可欠となっている。 

今後も，本県や地域の抱える課題を高校生の視点から見出し，課題解決方法を 

    思考し，さらに地域社会に対応した持続可能な活動として実現していくことが必 

要である。 

 

（３）学科間連携・学校間連携 

    小・中学校を対象に，産業教育に関する様々な体験の機会や情報を提供するこ 

とは，高校と小・中学校の相互にとって有益であると考える。特に，オープンキャ 

ンパス等については，高校入学後から３年間の学び，卒業後の進路まで，参加者 

が将来のキャリアパスや職業選択に向けて認識を深める好機であることから，実 

施内容，開催時期や頻度等を十分に検討し，各学科の学びの特性を最大限に生か 

した魅力ある内容を提供することが必要である。 

また，関係機関等との連携による学習成果については，小・中学校や他校にも 

    還元するという視点を持ち，例えば，小学校でのプログラミング教育など，校外 

における出前授業等を積極的に実施することも大切な視点である。 

さらに，各教科や各学科内で完結する学びだけでは解決することが難しい課題 

    に対しては，教科等横断的な学びによって育成する取組も必要である。職業人と 

して必要な応用力・実践力を育成するためには，他教科や他分野の専門性を生か 
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した課題解決型学習や，発想力を育むための取組も重要である。現在，産業の複 

合化が進んでおり，産業界において求められる人材も多様化している。特に専門 

学科・専門高校における６次産業化を軸とした先進的な産業教育を実践するため， 

地域のニーズを把握し，各学科の特色を活かした専門高校間の交流，学校や学科 

の枠を超えた専門分野の異なる複数の学校間の連携が望まれる。 

 

３ 専門高校・産業教育の理解促進 

（１）時代のニーズを踏まえた教育課程の充実 

① スクール・ミッション／ポリシー策定及び運用 

    中学校における進路指導の充実や中学生の自律的・主体的進路選択を促すた 

めには，各高校の社会的役割や教育活動などについて，分かりやすく情報発信 

していくことが何よりも大切である。そのため，スクール・ミッション※18 を， 

地域住民や地元産業界等に対して分かりやすく示すことが必要である。 

  各高校の社会的役割に基づき策定されるスクール・ポリシー※19は，高校の入 

口から出口までの教育活動を一貫した体系的なものに再構成するとともに，教 

育活動の継続性を担保するため，育成を目指す資質・能力に関する方針，教育 

課程の編成及び実施に関する方針，入学者の受入れに関する方針を特色や魅力 

ある教育の実現に向けた指針として公表することが重要である。 

 

    ② 急激な社会の変化に柔軟に対応できる教育課程編成 ～「社会に開かれた教 

育課程」 ～ 

社会の急激な変化に伴い，求められる資質・能力も変わってきており，地域 

の持続的な成長を支える職業人を育成していくためには，地域や産業界と高校 

とが一体となって，「社会に開かれた教育課程※20」を推進していくことが重要で 

ある。そのためには，保護者，地域住民，地域や産業界，関係機関等の関係者が 

参画して教育課程等の検討を進めることが必要であり，「地域パートナーシップ 

会議※21」や「学校運営協議会※22」を設置するなど，地域や企業等と一層の連携・ 

協働していくことが期待される。  

また，専門学科・専門高校を卒業後に大学や専門学校等に進学する生徒も少 

なくないことから，高等教育機関と連携し，大学の学びを先取りして履修する 

高大連携などの取組の検討も期待される。 

 

※18 【スクール・ミッション】各公立高等学校等の存在意義や期待される社会的役割，目指すべき学校像。 

※19 【スクール・ポリシー】各公立高等学校等における教育活動の指針となる 3つの方針。①育成を目指す資質・能力に関する方針， 

②教育課程に関する方針（特色ある教育課程），③入学者の受入れに関する方針（志願してほしい生徒像）。 

 ※20 【社会に開かれた教育課程】学校の教育課程を通じて，子供たちが社会や世界とつながり，よりよい社会と幸福な人生を自ら 

ら創り出していける力を積極的に育もうとする考え方。 

 ※21 【地域パートナーシップ会議】学校と地域が連携し，地域の課題解決に向けた教育活動を行うため，地元企業や官公庁，教育 

    関係者，地域で活躍する方々と新しい学校の取り組みについて一緒に知恵を出し合い，考え，話し合う場のこと。 

 ※22 【学校運営協議会】学校と保護者や地域の方々がともに知恵を出し合い，学校運営に意見を反映させることで，一緒に協働し 

    ながら子供たちの豊かな成長を支え「地域とともにある学校づくり」を進める法律（地教行法第 47条の 5）に基づいた仕組み。 

コミュニティ・スクールともいう。 
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③ キャリア教育の充実 ～ 志（こころざし）教育の推進 ～ 

本県においては平成２２年度から「志教育」を重点施策とし，「かかわる・も 

とめる・はたす」の３つの視点から全体計画や年間計画を作成し，人や社会と 

関わる中で社会性や勤労観を養い，社会の中で果たすべき役割を考えさせなが 

ら，よりよい生き方を目指し，その実現に向かって意欲的に取り組む姿勢を育 

成してきており，今後も「志教育」を推進させることが必要である。 

併せて，キャリア教育は，生徒に将来の生活や社会，職業などとの関連を意 

識させ，キャリア発達を促すものであることから，その実施にあたっては，イ 

ンターンシップや社会人講話などの機会の確保が不可欠である。また，「社会に 

開かれた教育課程」の理念の下，幅広い地域住民等と目標やビジョンを共有し， 

連携・協働して生徒を育成していくことが求められる。 

社会の変化を踏まえながら，自己のキャリア形成と関連付けて生涯にわたっ 

て，学び続けていけるよう小・中学校と連携を図り，義務教育段階から発達段 

階に応じて，学びに向かう力の育成やキャリア教育の充実を図ることが必要で 

ある。 

       

（２）魅力を伝える方策 

   専門学科・専門高校では，生徒が興味関心に応じてテーマを設定し，調査・研究 

を進め，その成果の発表等を行う課題研究や探究的な学びに取り組んでいる。こ 

れらの実践的・体験的な学びを通して，専門的な知識及び技術を身に付けた人材 

を育成し，地域産業を支える人材を輩出してきている。 

 

① 専門教科の学びや職業に関する理解を深める機会の創出と提供 

  地域や産業界等と連携した取組を更に充実させ，地域産業を支える人材を育 

 成する専門学科・専門高校の魅力を発信していくためには，各学校において， 

児童生徒を対象としたオープンキャンパスや学校公開のほか，小・中学校の教 

員に向けた学校説明会の実施や産業教育に関するＰＲイベントなど，産業教育 

や職業に関する理解を深める機会の創出や内容の検討が必要である。 

 

    ② 多様なツールを活用した情報発信やＰＲ動画の制作 

      各学校においては，専門性を活かした特色ある取組等を一層充実させるとと 

     もに，学校案内等をはじめ，学校ＷｅｂページやＳＮＳ（ソーシャル・ネット 

     ワーキング・サービス）など，様々なツールを適切かつ効果的に活用し，積極 

     的に情報発信を行い，産業教育の内容や取組，産業人材像について，ＰＲ動画 

の制作などを含め，専門学科・専門高校の学びを「見える化」する必要がある。 

      特に近年，中学生や保護者のスマートフォンによる閲覧が多いことから，そ 

     の対応も必要である。 

      また，県教育委員会においても，専門学科・専門高校の教育活動に関する情 

     報収集を行い，ガイドブックやＷｅｂサイトを活用し，県民に情報発信するこ 

とが望まれる。 
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第３章 各学科における学びの在り方 

１ 専門学科における共通の学びの視点 

（１）多様な進路選択への対応 

専門学科・専門高校を卒業した後，大学等への進学を選択する生徒も少なくな 

    いことから，多様な進路選択ができるように，就職，進学両面の進路体制づくり 

など，生徒の進路実現，進路保障の充実が求められている。また，社会人，職業人 

として必要な礼儀やマナーを生徒に早い段階から意識させ，身に付けさせること 

に加え，社会で誠実に行動していくための倫理観を醸成することも重要である。 

（２）課題解決型学習の推進 

     専門学科・専門高校ではこれまでも「課題研究」等の科目において，生徒が興味 

    関心に応じたテーマを設定し，調査・研究，その成果の発表等を行う学びに取り 

    組んできた。今後も，「総合的な探究の時間」や「課題研究」等により，自ら課題 

    を発見し，その課題解決の方策について，探究し，創造的に解決する力を育むた 

め，教科や学科の枠を超えた横断的・総合的な学習の推進が必要である。また，地 

域を学びのフィールドとして，実践的・体験的な課題解決学習の機会を適切に設 

けることが重要である。 

（３）ＩＣＴ利活用能力の育成（Society5.0への対応）  

     Society5.0に対応するためには，これからの学校教育を支える基盤的ツールと 

    してＩＣＴは不可欠なものであり，ＩＣＴ利活用能力等の基礎知識やリテラシー 

    の習得，特に，社会全体でデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）※23の必要 

性が求められる中においては，「スマート農業※24」や「スマート水産業※25」など， 

産業界のニーズに幅広く対応ができ，新たな社会を創造していくために必要な力 

を育成することが期待されている。 

（４）グローバル化への対応 

企業の海外進出や外国人労働者，技能実習生の増加に伴い，多様な価値観や異文 

    化を理解し共生・協働することや，インバウンド※26対応など，コミュニケーショ 

ンを図るため英語教育も必要であり，産業教育における英語力向上に向けた取組 

の検討も望まれる。 

 （５）危機管理能力の育成 

工業高校等では，これまでも実習等を通して，施設・設備の安全管理に留意し， 

事故防止及び安全管理に努めるなど，安全教育を行ってきているが，社会人，職業 

人として日常に潜む災害や事故，企業不祥事などの様々なリスクを予測し，リスク 

を回避できるようにすることが求められている。日頃から危機管理能力を培ってい 

くことは，どの職業においても必要なものであることから，その観点に立った意識 

の醸成が必要である。併せて，自然災害については，今後も東日本大震災災の教訓 

を踏まえ，災害対応能力向上に努める必要がある。 

 
※23 【デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）】進化した IT技術を浸透させることで，人々の生活をより良いものへと変革 
   させるという概念のこと。 
※24 【スマート農業】ロボット技術や情報通信技術(ICT)を活用して，省力化・精密化や高品質生産を実現する等を推進している 

   新たな農業のこと。 

※25 【スマート水産業】ＩＣＴ を活用して漁業活動や漁場環境の情報を収集し適切な資源評価・管理を促進するとともに，生産 

   活動の省力化や操業の効率化，漁獲物の高付加価値化により，生産性を向上させる水産業のこと。 

※26 【インバウンド】日本語で「外から中に入ってくる」「内向きの」という意味。旅行業界では「外国人が日本に観光をしに来 

る」という意味で使われる。 
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２ 主な学科の学び 

（１）農業に関する学び 

     安定的な食料生産の必要性や農業のグローバル化への対応など農業を取り巻く 

社会環境の変化を踏まえ，農業や農業関連産業を通して，地域や社会の健全で持 

続的な発展を担う職業人を育成することを目指す。 

    ① 資質・能力の育成に向けた教育内容 

〇 自然の摂理に従って持続性の高い農業の実践に必要な知識及び技術の習得 

 はもちろんのこと，農業経営のグローバル化や法人化，６次産業化や企業参 

 入等に対応した経営感覚の醸成を図るための学習の充実も必要である。 

     〇 農業の各分野において，持続可能で多様な環境に対応したＳＤＧｓの目標 

に関連付けた活動や取組が望まれる。 

     〇 農業の持つ多面的機能や地域資源を生かした環境教育や自然体験などの学 

習を充実させることが大切である。 

     〇 食の安全や農業のグローバル化への対応が求められる中，農業高校におい 

てもＧＡＰ（農業生産工程管理）※27，ＨＡＣＣＰ（危害分析重要管理点）※28 

など生産工程管理に関する学習の充実を図り，認証を目的とするだけではな 

く，認証に向けた取組を通した学習を充実させることが大切である。 

    〇 生産から加工，販売までを一体化した「６次産業化」，ロボット，ＩＣＴ， 

ＡＩ，ＩｏＴなどの先端技術を活用した「スマート農業」による省力化・品質 

向上の実現，安全・安心でおいしい農作物の海外輸出など，最先端の農業を 

目指す取組も期待される。 

 

    ② 関係機関との連携 

〇 インターンシップなどの活動を通して，地域農家や農業関連機関等との連 

携を図り，キャリア教育を一層推進し，働くことや創造する喜びを体験する 

ことで，望ましい勤労観・職業観を醸成することが期待される。 

     〇 知事部局や農業関連団体，大学，農業大学校等との連携を図りつつ，「スマ 

ート農業」など先端技術を有する機関との共同研究や情報交換などの連携が 

一層必要となる。  

〇 農業高校間又は他学科の高校と連携し，地域の農業に関する課題の解決や 

地域活性化のための実践的・体験的な取組を行うことで，生徒の意欲向上と 

ともに，学校活性化につながることが考えられる。 

     〇 小・中学生と体験活動を行うなど，校種を越えた連携を図ることで，農業 

      高校の学びや命の教育，季節や地域にあった実施内容など，地域全体で将来 

      の地域の農業を支える人材を育成していくことが期待される。 
 

 

 

※27 【ＧＡＰ】Good Agricultural Practices の略：農業生産工程管理。農業において，食品安全，環境保全，労働安全等の持続可 

   能性を確保するための生産工程管理の取組のこと。 

※28 【ＨＡＣＣＰ】「Hazard（危害）, Analysis（分析）, Critical（重要）, Control（管理）, Point（点）」の頭文字をとって 

   できた造語。食品を製造する際に工程上の危害を起こす要因を分析し ，それを最も効率よく管理できる部分を連続的に管理 

して安全を確保する管理手法である。 
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（２）工業に関する学び 

     安全・安心な社会の構築，職業人としての倫理観，環境保全やエネルギーの有 

効な活用，産業のグローバル競争の激化，情報技術の技術革新の開発が加速する 

ことなどを踏まえ，ものづくりを通して，地域や社会の健全で持続的な発展を担 

う職業人を育成することを目指す。 

    ① 資質・能力の育成に向けた教育内容 

     〇 工業の各分野で横断的に履修する科目について，知識及び技術や技能の活 

用に関する学習の充実が必要である。 

     〇 ものづくりを情報化や持続可能な社会の構築などに着目して捉え，新たな 

      時代を切り拓く，安全・安心な付加価値の高い創造的な製品や構造物などと 

関連付けて学習することが必要である。 

     〇 ＡＩやＩｏＴの進展など，Society5.0を支える工業技術者を育成するため， 

プログラミング技術やネットワーク技術，システム制御技術等を習得する学 

習活動を充実させることが必要である。 

     〇 産業技術の発展と環境問題，エネルギー自給の問題との関わりをテーマに， 

地球温暖化，環境負荷を低減させる生産，資源やエネルギーの効率化など， 

未来を見据えた課題解決に向け生徒の学びを深めることが必要である。 

 

   ② 関係機関との連携 

〇 ＡＩやＩｏＴ等をはじめ将来の技術革新も踏まえた実践的な学びの機会を 

更に充実させるとともに，高等教育機関等につながる学びの実現を考慮する 

視点からも，外部機関等の様々な教育資源を効果的に活用し，地域や産業界， 

高等教育機関等との幅広い連携や交流を図るコンソーシアムの充実と，一層 

の活用が望まれる。 

     〇 関連企業，大学，地域との連携を図り，外部人材の招聘，インターンシップ 

等の連携事業を更に進化させ，経済団体等の産業界を核に，地域の産学官の 

関係者と一体となった宮城の産業を支える技術者としての人材育成を行う必 

要がある。 

   〇 学校間連携により，ものづくり技術講習会や資格取得の合同学習会を実施 

し，積極的に資格取得に取り組むことも有用であり，全国レベルの競技大会 

などで活躍する生徒の増加も望まれる。 

     〇 小・中学生などとの異校種交流，ものづくりに関する外部イベント等の準 

      備や運営を生徒が自ら行う機会を設定し，工業高校で身に付けた技術・技能 

      を活用した課題解決力や，ものづくりの魅力を発信するために主体的かつ能 

      動的に取り組む態度の育成が求められる。 

    〇 他学科や学校間連携を通して，ものづくりだけではなく，消費や販売，流 

通などの現場における体験活動を通して，消費者等の視点やニーズを踏まえ 

て製品などを設計・製造することができる能力の育成することが必要である。 
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 （３）商業に関する学び 

     経済のグローバル化，ＩＣＴの進歩，観光立国の流れなどを踏まえ，ビジネス 

を通して，地域産業をはじめ経済社会の健全で持続的な発展を担う職業人を育成 

することを目指す。 

    ① 資質・能力の育成に向けた教育内容 

     〇 商業教育はビジネス教育であり，理論に基づいて実際のビジネスと関連付 

けた学習を行わなければ，グローバル化，高度情報化が進展するこれからの 

時代のニーズに対応することが難しいため，論理的思考力，論理的批判力， 

論理的創造力といった論理力を育成する必要がある。 

〇 新たなビジネスの可能性を模索し，商業の４分野（マーケティング分野， 

マネジメント分野，会計分野，ビジネス情報分野）の学びをバランスよく活 

かし，新たなビジネスやサービスを創造するとともに，起業を意識した実践 

的・体験的な商業教育につなげることが必要である。 

     〇 新しい時代のニーズに対応した人材として，ソフトウェア活用，プログラ 

      ミング，システム開発などに関する知識及び技術を身に付けるとともに，ビ 

      ッグデータを分析・活用するデータ・サイエンティスト※29の需要が高まるこ 

      とが予想されることからＡＩ，ＩｏＴ，ビッグデータなど情報化の進展に対 

      応してビジネスを展開できる実践的なＩＣＴ人材の育成が望まれる。 

〇 観光ビジネスにおいて，観光資源の効果的な活用や宮城県の観光の振興策 

 の考案に取り組む実践的・体験的な学習活動を行うなど，観光ビジネスに関 

する課題を発見し，ビジネスに携わる者として科学的な根拠に基づいて創造 

的に解決する力を養うことが望まれる。 

 

    ② 関係機関との連携 

〇 商業高校を地域の拠点として，近隣に設置された他学科の高校と商業学科 

の特色を融合した商品開発などの取組を行うなどの連携を図り，産業界や自 

治体等のステークホルダーとの意見交換を踏まえて，地域との協働による地 

域活性化のための取組をより一層推進していくことが必要である。 

     〇 地域の企業や産業界等との連携・協働を深める取組の一つとして，長期に 

わたるインターンシップやデュアルシステム※30の単位認定を導入すること 

などが考えられ，地域経済における生徒の勤労観・職業観の着実な醸成につ 

ながるなど，実践的・体験的な学習が期待される。 

〇 大学や専門学校等の高等教育機関との接続を視野に入れた学びにより，専 

門の領域の分野に早期の段階で触れることは有益であることから，単位認定 

等も含めた，高等教育機関等の教員や大学生との合同授業の機会の設定も期 

待される。 

 
※29 【データ・サイエンティスト】様々な意思決定の局面において，データに基づいて合理的な判断を行えるように意思決定者 

をサポートする職務またはそれを行う人のこと。 

※30 【デュアルシステム】学校での教育と職場での OJTによる職業訓練が同時に受けられるもので，ドイツで始まった職業教育 

   である。 
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    〇 地域産業の振興を目的とした具体的なビジネスアイディアを考案したり，事

業計画を立案し，地域や産業界へ提案したりする活動を取り入れるなど，起

業家教育の充実が望まれる。 

      

 （４）水産に関する学び 

     水産物の世界的な需要の変化や資源管理，持続可能な海洋の利用など水産や海 

    洋を取り巻く状況の変化を踏まえ，水産業や海洋関連産業を通して，地域や社会 

    の健全で持続的な発展を担う職業人を育成することを目指す。 

    ① 資質・能力の育成に向けた教育内容 

     〇 海面の多様な利用を踏まえ，海洋環境基準及び環境保全等に対応した学習 

の充実が求められている。 

〇 地域や季節に応じた水産・海洋生物の飼育・観察を通して，対象生物の形 

 態や生態との関連などに興味を持たせるとともに，つくり育てる漁業に関す 

 る基礎的な知識を深め，資源増殖に関する知識及び技術を身に付けさせる必 

 要がある。 

〇 水産・海洋関連産業の特性や地域の地場産業を支える専門的な知識及び技 

 術をより効果的に学ぶためには，船舶運航，水産食品，無線技術，資源環境な 

 どの各分野に関する実践的・体験的な学びや，海技士養成など各分野に関連 

 する資格取得につなげる学びを深める必要がある。 

     〇 現在の水産業では，ＡＩやＩｏＴなどデジタル技術を活用した先端的な機 

器を取り入れた「スマート水産業」が行われており，海洋に関する環境情報， 

気象や海象に関するデータ収集や分析・解析する力を身に付けさせるととも 

に，情報機器を正しく利活用する際の情報リテラシーや情報モラルについて 

理解させる必要がある。 

     〇 船舶や企業内における情報セキュリティや，食品の安全に関わる産業とし 

      ての危機管理に関する学習の充実が必要である。 

     〇 食品加工実習における衛生管理を徹底し，ＨＡＣＣＰ（危害分析重要管理 

点）に基づいた，安全・安心な水産物の持続的な生産と供給に関する学習を 

通して，食品衛生管理の重要性を認識させることが大切である。      

     〇 令和４年３月に竣工した海洋総合実習船「宮城丸」を有効に活用した船舶 

運航や機関整備，操業技術など，高度な知識及び技術を習得させ，即戦力と 

なる次代の水産・海洋関連産業を支える人材を育成する必要がある。 

 

② 関係機関との連携 

     〇 専門的な知識や高度な技術の習得を図るためには，最新の技術を見学・体 

験する高度な水産・海洋関連技術に触れる機会を設ける必要があり，「スマー 

ト水産業」など先進的な事業を展開している水産試験場や県の各施設，関連 

産業との連携を図ることが望まれる。 

〇 地域の関連企業との連携による実習や外部人材の活用により，「食材王国み 

やぎ」の実現に向けた地域の食文化の継承と食に関する産業を支える人材の 
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育成，特に，海外でも通用する魚食文化（和食文化）に関する様々な知識及び 

技術を身に付けた人材の育成が期待される。 

     〇 水産食品や船舶機関などの専門的な知識及び技術を活かした多様な進路を

実現させるため，水産業が関連する農業，商業や工業などを含めた幅広い知

識及び技術を身に付けさせるための学科間連携，学校間連携を推進すること

も期待される。  

     〇 水産学科の各科目において習得した基本的な知識及び技術をもとに，水産・

海洋関連産業の支える人材として，さらに高度な技術を身に付けさせるため，

地元企業や関連産業，高等教育機関との共同研究・調査，商品開発など実践

的な学習活動が重要である。 

     〇 水産に関する高度な専門的知識の習得や高等教育機関等への進学に対する

意欲の高まりを踏まえ，高大連携等を積極的に推進するとともに，専攻科の

充実を図ることも期待される。 

 

（５）家庭に関する学び 

     少子高齢化，食育の推進や専門性の高い調理師養成，価値観やライフスタイル 

    の多様化，複雑化する消費生活等への対応などを踏まえ，生活産業を通して，地 

    域や社会の生活の質の向上を担う職業人を育成することを目指す。 

    ① 資質・能力の育成に向けた教育内容 

     〇 地域における衣食住，保育等のヒューマンサービス※31に係る生活産業に貢 

      献できる職業人を育成するため，生活産業について学ぶ意義を考えるととも 

に，体系的・系統的に衣食住，保育などの学習を充実する必要がある。 

     〇 家庭科に関する専門的な知識及び技術の定着を図るとともに，生活産業に 

      係る多様な課題に対応できるよう，実践的・体験的な学習を通して，自ら課 

      題を発見し，合理的かつ創造的に解決する力を養うことが望まれる。 

     〇 消費者のニーズが多様化し，個別化していることや科学技術や産業の発展 

      に伴って，衣食住，保育，家庭看護や介護などに関する知識は多岐にわたり， 

      技術はより高度になってきていることなどから，生活産業を担う将来のスペ 

      シャリストとしての専門性が一層求められている。 

〇 調理，被服，保育の各種検定・資格及びコンテストへの参加を通して，高度 

な専門性を確実に身に付けられるようにするとともに，地域や産業界等との 

連携・交流を通じた実践的・体験的な学習活動，就業体験を積極的に取り入 

れることや，外部人材を活用した教育活動の充実を図ることが必要である。 

     〇 地域の生活文化の伝承，創造に関する学習において，地域の伝統産業を学 

び，現状と課題や将来の展望について考える必要がある。 

 

 

 
※31 【ヒューマンサービス】社会福祉分野，医療・看護分野，心のケアにかかわる心理臨床分野，長寿社会のヘルスプロモーション 

分野，育児や保育などの家族支援分野，生涯学習時代に対応した教育，雇用流動化に対応したキャリア開発分野など，ヒューマ 

ンサービスと総称される。 
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    ② 関係機関との連携 

     〇 社会の変化に伴い，生活関連産業のニーズも多様化しており，地場産業と 

の交流や地域企業での職場見学・インターンシップ等，先端技術をどのよう 

に地場産業につなげているのかなどについて学習する機会の創出が重要であ 

る。 

     〇 学習内容の大きな柱の一つである学校家庭クラブ活動※32を通して，幅広い 

分野で県内の他の専門高校や，大学や行政，企業と連携し，共同研究の取組 

を教育課程に位置付けながら推進することが大切である。 

     〇 小・中学校の家庭科の授業に生徒・教員が出向き，製作補助を行うことや， 

高校での成果発表会において，小・中学生の作品を展示・発表する機会を設 

けるなど，地域の小・中学校，高校の連携が期待される。 

     〇 福祉学科との連携による高齢者を巡る問題や農業学科との連携による食生 

活を巡る問題などについて課題の共有を図り，お互いの取り組むべき内容に 

ついて意見交換するなど，学科間連携や学校間連携が期待される。 

     〇 学科の学びを活かし，管理栄養士や調理師，保育士などのスペシャリスト 

を育成するため，高等教育機関等との接続を視野に入れた高大連携等の取組 

を充実させることが期待される。 

 

  （６）看護に関する学び 

     少子高齢化の進行，入院期間の短縮，在宅医療の拡大などを踏まえ，看護を通 

して，地域や社会の保健医療福祉を支え，人々の健康の保持増進に寄与する職業 

人を育成することを目指す。 

    ① 資質・能力の育成に向けた教育内容 

     〇 医療技術の進歩や技術革新に応じた高度な知識及び技術，ＩＣＴ利活用に 

      基づく情報リテラシー，情報モラル等の新たな時代に対応した看護技術の習 

得とともに，本県の医療現場で必要な専門性を向上させ，看護への高い志を 

  醸成する必要がある。 

     〇 臨地実習や事例検討の中で，実際の医療現場における事例を通して，看護 

職者として必要な生命の尊重，人権の擁護を基盤とした望ましい看護観及び 

倫理観を養い，常に自覚と責任をもって行動する態度を育成するとともに， 

多様な人々と信頼関係を構築し，援助を行うための豊かな人間性や倫理的感 

受性を育成することが求められる。 

     〇 地域包括ケアシステム※33が充実していく中，多重課題や多職種連携に対応 

し，他者と協働し，課題解決に向かうコミュニケーション能力や，看護学だ 

けではない教科等横断的な幅広い視点での探究的な学びのしかけづくりが各 

科目の授業において必要となる。 

 
※32 【学校家庭クラブ活動】家庭科を学習する生徒によって構成される組織で，「創造」「勤労」「愛情」「奉仕」の 4つの基本精神 

    を活動の柱としてボランティア活動や交流活動を行う。 
※33 【地域包括ケアシステム】要介護状態となっても，住み慣れた地域で自分らしい生活を最後まで続けることができるように 

地域内で助け合う体制のこと。 地域包括ケアシステムは，それぞれの地域の実情に合った医療・介護・予防・住まい・生活 

支援が一体的に提供される体制を目指している。 
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     〇 医療現場の専門職として地域社会に貢献できる人材を育成するため，医療 

現場を想定した課題設定でのシミュレーション学習，高度で幅広いスキルの 

習得，経験のある上級生と下級生の交流，卒業生による講話など５年一貫教 

育の一層の充実を図る必要がある。 

     〇 各領域※34における倫理的課題に関する学習の充実を図る必要がある。 

 

    ② 関係機関との連携 

     〇 宮城県の産業・医療現場を支える人材の育成，看護師確保のために知事部 

      局や医療施設との連携を充実させる必要がある。 

     〇 看護師養成校が増加傾向にあり，実習施設の確保が困難である中，地域医 

療を支える看護人材を育成するため，地域医療施設との連携，知事部局の支 

援により実習施設の確保に努めることが望まれる。 

     〇 保護者との連携において，実習中は，家庭から直接実習施設に行くため， 

保護者にも実習の目的や留意点を丁寧に説明する必要がある。学校外での継 

続的な実習であるため，生徒の健康管理や，実習中の生活上の留意点など， 

十分な配慮を依頼する必要がある。 

     〇 実習施設との連携において，安全な実習の場とするために，実習に関わる 

部署・担当者間の連絡会議を定期的に開催するなど，十分に合意形成を図り， 

準備を進める必要がある。教員は様々な状況を考慮しながら，実習指導者と 

協働し，適切に役割分担をして指導していくために，連携体制を整えておく 

必要がある。 

     〇 校内連携において，実習中は校内に，看護担当教員が不在となることから， 

全教職員が共通に認識し，校内における連携体制を図っていく必要がある。 

 

（７）福祉に関する学び 

     福祉ニーズの高度化と多様化，倫理的課題やマネジメント能力・多職種協働の 

    推進，ＩＣＴ・介護ロボットの進歩などを踏まえ，福祉を通して，人間の尊厳に 

基づく地域福祉の推進と持続可能な福祉社会の発展を担う職業人を育成すること 

を目指す。 

    ① 資質・能力の育成に向けた教育内容 

     〇 福祉を学ぶ上では，基礎的・基本的な知識及び技術の習得だけではなく， 

      福祉の本質である「個人の尊厳」や「共生」等，人間性の醸成が重要である。 

〇 高齢化が進展するとともに，地域でのつながりや助け合いが希薄化する中， 

介護人材の確保など高齢者等を支える環境づくりを多方面から行い，地域包 

括ケアシステムを構築していくことが求められている。 

     〇 地域福祉に貢献できる介護福祉士を育成するため，高齢者福祉，障害者福 

      祉など，実践的・体験的な学習活動を通して，福祉に関する知識や関係する 

      る個別の技術を体系的・系統的に習得することが求められる。 

 

 ※34 【各領域】①成人看護，②老年看護，③小児看護，④母性看護，⑤精神看護 
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     〇 実習施設でのケアカンファレンス※35において，介護サービスに関する課題 

      について幅広い視点で分析・考察するとともに，他者と協議する活動を取り 

      入れることにより，課題解決能力を育成する必要がある。 

     〇 施設実習等において，介護ロボット等の技術革新への対応も含めた確かな 

介護技術能力の育成が求められる。 

     〇 資格としての介護職員初任者研修は普通科の中のコース制や選択科目でも 

対応が可能であり，将来の職業の一つとして福祉に関心のある高校生には積 

極的に受講させることも期待される。 

     〇 福祉人材の育成には，中学校卒業時点で高等学校を選択する際に，福祉に 

対する興味関心が高められるよう，小・中学生や保護者，小・中学校の教員 

に福祉職の魅力や，やりがい等を理解してもらうなど積極的な広報活動が望 

まれる。 

 

    ② 関係機関との連携 

     〇 福祉人材には，医療福祉施設や高等教育機関，社会福祉協議会，福祉行政 

等と連携して，地域の福祉現場で必要な知識及び技術を習得するとともに， 

福祉人材としての高い志を醸成することが求められる。 

     〇 ＡＩや介護ロボットの活用など，Society5.0における福祉分野のデジタル 

      化への対応は不可避であり，福祉教育を牽引する高校と高等教育機関等が連 

      携し，福祉分野の専門的な知識及び技術を学ぶ高度な学習内容等の研究を進 

      めていくことが望まれる。 

     〇 介護現場において導入が進む介護ロボット等を操作できる人材を育成する 

ため，生徒が福祉系学部を有する大学，専門学校等において，介護ロボット 

等の操作を体験する高大・高専連携の取組を推進する必要がある。 

〇 実習施設の確保が困難な中，福祉人材を育成するため，福祉行政や福祉関 

連施設との連携により，実習施設の確保に努める必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※35 【ケアカンファレンス】医療や福祉の現場において行われる会議のことを指す。よりよい治療や介護を提供するためにスタ 

ッフなど関係者が集まり「情報共有」「認識のすり合わせ」「問題解決の検討」などさまざまなことが話される。 
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第４章 今後のさらなる少子化を踏まえた産業教育の在り方 

１ これからの産業教育における専門学科構成 

   今後見込まれるさらなる少子化の中で，産業教育の在り方を考える際には，地域産 

業の状況を鑑み，専門教科それぞれの学びを確保し，地域産業を支える人材育成の機 

能を果たす専門学科・専門高校が必要である。さらに，県全体の配置バランスや通学 

圏域に十分配慮するとともに，学校の規模と配置の適正化を図りながら，学校の活力 

を維持する方策が必要である。 

 また，現在，多くの産業で６次産業化などの複合化が進み，産業界に求められる人 

材も多様化していることから，これまでの専門学科の学びの在り方，学科構成につい 

て，社会の変化への対応を考慮しながら検討する必要がある。 

 

 （１）各学科の学びの連携と融合 

    ① 専門学科 

      専門学科・専門高校においては，一定の専門性を確保しつつ，他学科との連 

携などにより，他の専門分野も学ぶことができる環境を整えることも重要であ 

る。さらに，学科の学びが専門分野ごとに細分化されている現状においては， 

これからの産業の複合化などの激しい社会情勢の変化に応えられなくなる可能 

性もあることから，同一学科内における関連分野を複合的に学ぶ工夫も必要で 

ある。 

② 総合学科 

  総合学科においては，職業選択を視野に入れた進路への自覚を深める学習や 

 個に応じた主体的な科目選択を可能とした教育課程が特徴であり，幅広い産業 

教育が実践されている。 

しかしながら，さらなる少子化の中で，今後の産業教育に求められる資質・ 

能力を育成し，必要な学びを実現するためには，地域の特性や生徒のニーズを 

踏まえながら，学校間の連携やＩＣＴを活用した遠隔教育の導入等により，系 

列を相互に関連付けた学びの実践や多様な選択科目の開設を行うなど，適切な 

総合学科の在り方の検討も必要である。 

③ 職業教育拠点校 

  本県においては，これまで各学科の専門性を基盤とした複合的な学びを通し 

て，地域産業を支える人材の育成や，地域のニーズを踏まえた魅力ある高校づ 

くりを推進するため，専門学科を集約した専門高校として，登米総合産業高校 

を設置し，学科間連携の取組や地域パートナーシップ会議の設置など，地域と 

連携した実践的・協働的な教育活動を展開し，地域に貢献する人材を育成して 

いる。 

さらに，６次産業化を軸とした地域産業振興への貢献を目指し，農業学科と 

商業学科に加え，新しい学科として企画デザイン学科を加えた（仮称）大河原 

産業高校が令和５年度に新設される。今後もこのような学科間連携による先進 

的な産業教育を展開する方策について検討する必要がある。 
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（２）新たな産業の創出を視野に入れた学び 

     社会情勢や産業構造が大きく変化する中で，産業教育の基礎的・汎用的能力の 

育成のためには，総合産業高校に見られる学科の連携だけではなく，複数の学科 

の教育内容を融合させた学科や，ＩＣＴなど特定分野の専門的な学びを行う新た 

な学科の設置などの検討も望まれる。 

 

２ 長期的視点に立った学びの在り方 

  （１）地域づくりと産業教育 

     今後の産業教育を実施していく上では，県政運営の方針や本県を取り巻く状況 

等を踏まえるとともに，地域の特性や産業構造，地域特有のニーズなどにも配慮 

していくことが必要である。こうした観点も含め，地域の期待に応え，地域産業 

の発展に貢献し，地元から支持され，地域の拠点となるような学校づくりが求め 

られる。 

     また，インターンシップの充実など，地域との連携をこれまで以上に一層推進 

し，地域の産業構造を反映した教育の実践を通して，地域産業を支える人材の育 

成を図ることが求められている。同時に，職業観や勤労観，豊かな人間性も兼ね 

備えた，地域産業の発展をリードする人材の育成も望まれる。 

  

（２）キャリア形成の変化への対応 ～ 高校卒業後（１８歳以降）の学び ～ 

     文部科学省では，生涯学習を振興していく上での基本的な考え方として，「人々 

が生涯のいつでも，自由に学習機会を選択して学ぶことができ，その成果が適切 

に評価されるような「生涯学習社会」の実現が目標※36」としている。 

リカレント教育※37は，就職後も生涯にわたって専門的かつ高度な学びを積み上 

げ，新しい知識及び技術を習得し続けることで，社会や経済の変化に対応するた 

めのしくみであり，県産業界を支える人材の確保としても期待されている。 

 本県には，高校卒業後に産業教育を学ぶ場として，大学・短大などの高等教育 

機関に加え，職業に関する専門的な知識及び技術の習得を目的とした専修学校・ 

各種学校や高等技術専門校，産業の担い手を育成する観点から設置される農業大 

学校や職業能力開発大学校など，多様な学びの場が存在する。 

将来的には，専門高校の施設を活用した開放講座の開設や単位制高校における 

科目履修制度などにより，高校の専門的な学びを新たな知識及び技術を身に付け 

る場として提供することの検討も期待される。 

 

 

 

 ※36 出典：文部科学省 平成 4年生涯学習審議会（答申）：「今後の社会の動向に対応した生涯学習の振興方策について」。 

 ※37 【リカレント教育】社会人になった後も，必要なタイミングで教育機関や社会人向け講座に戻り，学び直すことを指す。教育 

    を受ける場は，大学や大学院，専門学校に入学したり，資格取得の講座を受けたりとさまざまである。 
 ※38 【ＧＩＧＡスクール構想】2019年 12月に文部科学省から発表されたプロジェクト。GIGAとは Global and Innovation Gateway  

for Allの略。小学校の児童，中学校の生徒 1人に 1台 PCと，全国の学校に高速大容量の通信ネットワークを整備し，多様 

な子どもたちに最適化された創造性を育む教育を実現する構想。 
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おわりに 

 

 

 本審議会は，令和３年６月２日に宮城県教育委員会から諮問を受け，専門委員会からの

意見もいただきながら，「今後の産業教育の在り方について」約１年間，全４回にわたり審

議を重ね，答申としてまとめました。 

 今般の新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大のなか，ＧＩＧＡスクール構想※38

が実施され，ＩＣＴ，情報端末の学校現場への導入が推し進められるなど，技術革新の急

速な進展もあり，教育の在り方は加速度を増して変化しています。 

さらに，少子化の進行，中学校卒業予定者数の減少など，本県の高等学校を取り巻く環

境も大きく変化し，将来を見通すことが困難な時代になってきております。 

本県産業教育については，これまでも基礎基本を大切にしながら，それぞれの時代に対

応した専門的な知識及び技術や，職業人として必要な礼儀やマナーを身に付けさせるとと

もに，組織や社会で行動していくための倫理観の醸成など，社会的・職業的に自立するた

めの重要な役割を果たしてきました。 

このたび，審議の内容のまとめとして答申いたしますが，宮城県教育委員会には，本答

申のねらい，具体的な方策について理解いただき，変化する時代に求められる生徒の資質・

能力の向上，教員の指導力向上に向けて，具体的な教育活動や教員研修の機会の確保に努

め，地域産業の持続的な発展を支える職業人の育成に向け，今後の施策に反映していただ

くことを希望いたします。 

また，地域や産業界との連携を一層充実させ，各学科の特色を活かすとともに，学科の

枠を超えた異なる分野との融合化を図るなど，新たな価値の創出を目指し，各高等学校に

おいて，産業教育における教育内容の改善と不断の検証・見直し，創意工夫がなされ，『選

ばれる』学校づくりの実現と専門学科・専門高校の学びの成果を小・中学生や保護者，教

員，県民全体に魅力が発信されることを期待します。 

 本審議会でまとめました「答申」が，専門学科・専門高校の魅力の発信へ向けての方策や

取組に反映され，これからの本県産業界を支える人材の育成及び本県産業教育の一助にな

れば幸いです。 

 

宮城県産業教育審議会   

 会長 伊藤 房雄   
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２ 審議経過 

 

開  催 産業教育審議会 専門委員会 

令和３年 ６月 ２日（水） ①諮問，年間予定，委員会設置  

令和３年 ９月２４日（金）  

①検討の方向性確認 

②専門高校の現状と課題 

③質問紙調査の実施 

令和３年１１月 １日（月）  

④質問紙調査結果 

⑤答申(案)の方向性の作成 

 答申に向けた論点整理 

⑥答申（素案）骨子（案）作成 

令和３年１１月２６日（金） 
②答申に向けた論点整理検討 

③答申（素案）骨子（案）検討 
 

令和３年１２月２１日（火）  ⑦答申（案）の作成 

令和４年 １月２６日（水） ④答申(案)の検討  

令和３年 ２月   

令和４年 ３月２９日（火） ⑤答申(最終案)の確認  

令和４年 ５月 答申  
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３ 産業教育振興法（抜粋） 

 

   第一章 総則  

（目的）  

第一条 この法律は，産業教育がわが国の産業経済の発展及び国民生活の向上の基礎であ 

ることにかんがみ，教育基本法 （平成十八年法律第百二十号）の精神にのつとり， 

産業教育を通じて，勤労に対する正しい信念を確立し，産業技術を習得させるとと

もに工夫創造の能力を養い，もつて経済自立に貢献する有為な国民を育成するため，

産業教育の振興を図ることを目的とする。  

（定義）  

第二条 この法律で「産業教育」とは，中学校（中等教育学校の前期課程並びに盲学校， 

聾学校及び養護学校の中学部を含む。以下同じ。），高等学校（中等教育学校の後期

課程並びに盲学校，聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下同じ。），大学又は高

等専門学校が，生徒又は学生等に対して，農業，工業，商業，水産業その他の産業に

従事するために必要な知識，技能及び態度を習得させる目的をもつて行う教育（家

庭科教育を含む。）をいう。  

（国の任務）  

第三条 国は，この法律及び他の法令の定めるところにより，産業教育の振興を図るよう 

に努めるとともに，地方公共団体が左の各号に掲げるような方法によつて産業教育の

振興を図ることを奨励しなければならない。  

 一 産業教育の振興に関する総合計画を樹立すること。  

 二 産業教育に関する教育の内容及び方法の改善を図ること。  

 三 産業教育に関する施設又は設備を整備し，及びその充実を図ること。  

 四 産業教育に従事する教員又は指導者の現職教育又は養成の計画を樹立し，及びその  

実施を図ること。  

 五  産業教育の実施について，産業界との協力を促進すること。  

 

    －途中省略－ 

 

   第二章 地方産業教育審議会  

（設置）  

第十一条 都道府県及び市町村（市町村の組合及び特別区を含む。以下同じ。）の教育委員

会に，条例の定めるところにより，地方産業教育審議会を置くことができる。 

（所掌事務）  

第十二条 地方産業教育審議会（以下「地方審議会」という。）は，それぞれ，当該都道府

県又は市町村の区域内で行われる産業教育に関し，第三条各号に掲げるような事

項その他産業教育に関する重要事項について，都道府県の教育委員会若しくは知

事又は市町村の教育委員会の諮問に応じて調査審議し，及びこれらの事項に関し

て都道府県の教育委員会若しくは知事又は市町村の教育委員会に建議する。  
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（委員）  

第十三条 地方審議会の委員は，産業教育に関し学識経験のある者及び関係行政機関の職 

員のうちから，それぞれ，都道府県又は市町村の教育委員会が任命する。  

２ 前項の委員の任命に当たつては，あらかじめ都道府県の教育委員会にあつては知事の 

意見を，市町村の教育委員会にあつては市町村長の意見を聴かなければならない。  

３ 委員は，非常勤とする。  

４ 委員は，その職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。  

５ 前項の費用は，それぞれ，都道府県又は市町村の負担とする。  

６ 委員の定数並びに費用弁償の額及びその支給方法は，条例で定める。  

 

    －以下省略－ 

 

４ 産業教育審議会条例（昭和６０年１２月２５日条例第３２号） 

 

（設置） 

第１条 産業教育振興法（昭和２６年法律第２２８号）第１１条の規定に基づき，宮城県 

産業教育審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（委員の定数） 

第２条 審議会の委員の定数は，１２人とする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，昭和６１年１月１２日から施行する。 

（産業教育審議会の委員の定数に関する条例の廃止） 

２ 産業教育審議会の委員の定数に関する条例（昭和２６年宮城県条例第７２号）は，廃 

止する。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際現に産業教育審議会の委員である者は，この条例により置かれた 

産業教育審議会の委員とみなす。 

 

 

５ 産業教育審議会規則（昭和６０年１２月２５日教育委員会規則第６号） 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，産業教育振興法（昭和２６年法律第２２８号）第１４条第１項の規 

定に基づき，宮城県産業教育審議会（以下「審議会」という。）に関し必要な事項を

定めるものとする。 

（任期） 

第２条 審議会の委員の任期は２年とする。ただし，委員が欠けた場合における補欠の委 

員の任期は，前任者の残任期間とする。 
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（専門委員） 

第３条 審議会に，専門の事項を調査研究させるため，専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は，産業教育に関する学識経験がある者及び中学校又は高等学校の教育職員 

のうちから教育委員会が任命する。 

３ 専門委員は，当該専門の事項に関する調査研究が終了したときは，解任されるものと 

する。 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に，会長及び副会長を置き，委員の互選によって定める。 

２ 会長は，会務を総理し，審議会を代表する。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときはその職務を代理し，会長が欠けたと 

きはその職務を行う。 

（会議） 

第５条 審議会の会議は，会長が招集し，会長がその議長となる。 

２ 審議会の会議は，委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数の時は，議長の決するとこ 

ろによる。 

（委任） 

第６条 この規則に定めるもののほか，審議会の運営に関し必要な事項は，会長が審議会 

に諮つて定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，昭和６１年１月１２日から施行する。 

（宮城県産業教育審議会規程の廃止） 

２ 宮城県産業教育審議会規程（昭和２６年宮城県教育委員会規則２８号）は，廃止する。 

（経過措置） 

３ 産業教育審議会条例（昭和６０年宮城県条例第３２号）附則第３項の規定に基づき， 

同条例により置かれた産業教育審議会の委員とみなされた者の任期は，同条例施行の日 

の前日における産業教育審議会の委員としての残任期間に相当する期間とする。 

４ この規則施行の際，現に産業教育審議会の専門委員である者は，この規則により置か 

れた産業教育審議会の専門委員とみなす。 
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６ 宮城県産業教育審議会委員名簿 

〇 宮城県産業教育審議会 委員 

 
〇宮城県産業教育審議会 専門委員 

 

No
氏　　名
(敬称略)

現　　　　職

1 今 野 薫 宮城県商工会議所連合会常任幹事

2 大 内 仁 宮城県中小企業団体中央会専務理事

3 髙 橋 慎 宮城県農業協同組合中央会常務理事

4 三 浦 弘 子 宮城県漁業協同組合女性部連絡協議会副会長

5 佐 藤 直 由 一般社団法人宮城県専修学校各種学校連合会副会長

6 伊 藤 房 雄 東北大学大学院農学研究科教授

7 宮 原 育 子
宮城学院女子大学
現代ビジネス学部現代ビジネス学科教授

8 梨 本 雄 太 郎 宮城教育大学教職大学院教授

9 後 藤 美 恵 子 東北福祉大学総合福祉学部社会福祉学科准教授

10 梅 津 理 恵 東北大学金属材料研究所教授

11 大 庭 豪 樹 宮城県経済商工観光部副部長

12 徳 能 順 子 宮城県泉松陵高等学校校長

No
氏　　名
(敬称略)

現　　　　職

1 宮 原 育 子
宮城学院女子大学
現代ビジネス学部現代ビジネス学科　教授

2 粕 川 利 史
宮城県中小企業家同友会
共同求人委員長

3 竹 田 祐 博
宮城県農政部農山漁村なりわい課
地域おこし協力隊

4 佐 藤 洋 加美農業高等学校　教頭

5 阿 部 吉 伸 工業高等学校　教頭

6 佐 々 木 安 弘 気仙沼向洋高等学校　教頭

7 伊 藤 康 弘 水産高等学校　教諭

9 澤 口 歩 美 白石高等学校　教諭

10 佐 藤 春 子 登米総合産業高等学校　教諭

8 都 築 美 幸 鹿島台商業高等学校　教頭
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７ 県立高等学校産業系専門高校の現状 

（１）産業系専門学科設置校一覧（令和３年５月現在） 
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（２）全日制在籍生徒数（令和３年５月現在） 

 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

表１ 全日制在籍生徒数の学科別割合        図１ 全日制在籍生徒数の学科別割合 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ 全日制在籍生徒数の産業系専門学科別割合 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 全日制在籍生徒数の産業系専門学科別割合 
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（３）全日制産業系専門学科入学定員に対する充足率（令和３年度入学生） 

 

図３ 各学科の充足状況 

（４）産業系専門学科卒業生進路状況（全日制・定時制，市立含む） 

 

表３ 学科別内定率の推移（平成２３年度～令和２年度）（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 男女別内定率の推移（平成２３年度～令和２年度） 

卒業
年度

普通科 農業科 工業科 商業科 水産科 家庭科 看護科 福祉科 その他 総合学科 男子 女子 全体

Ｈ２３ 94.9 99.3 99.7 98.4 97.1 100.0 － － 100.0 98.9 97.9 97.2 97.6

Ｈ２４ 97.4 99.3 99.8 99.0 100.0 100.0 － － 91.7 99.8 99.0 98.5 98.8

Ｈ２５ 97.8 99.8 99.9 99.4 100.0 85.4 － － 100.0 98.1 99.1 98.3 98.7

Ｈ２６ 99.1 100.0 99.3 98.7 100.0 90.4 － － 100.0 99.0 99.4 98.7 99.1

Ｈ２７ 98.8 99.7 99.8 99.7 98.6 100.0 － － 98.7 98.8 99.4 99.0 99.2

Ｈ２８ 98.6 99.0 99.7 99.7 97.1 100.0 － － 94.4 98.0 99.0 98.9 99.0

Ｈ２９ 98.9 99.7 99.7 99.6 99.3 88.9 － 100.0 100.0 99.2 99.3 98.5 98.9

Ｈ３０ 98.6 100.0 99.7 99.5 99.2 97.7 － 100.0 97.0 96.8 99.3 98.5 99.0

Ｒ元 98.9 98.0 99.9 99.3 100.0 97.7 － 100.0 100.0 98.7 99.4 98.8 99.2

Ｒ２ 97.2 100.0 99.8 98.6 98.3 100.0 － 100.0 100.0 99.7 98.9 98.8 98.8
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表４ 就職地域比率の推移（平成２１年度～令和２年度）（単位：％） 

 

図５ 就職地域比率の推移（平成２１年度～令和２年度） 

 

 

表５ 就職内定率の県内外比較（平成２１年度～令和２年度）（単位：％） 

 

図６ 就職内定率の県内外比較（平成２１年度～令和２年度） 

 

卒業年度 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２

県　内 75.9 83.3 84.4 80.6 80.3 80.3 79.1 79.4 78.2 80.2

県　外 24.1 16.7 15.6 19.4 19.7 19.7 20.9 20.6 21.8 19.8

卒業年度 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２

県　内 96.6 98.2 98.5 98.8 98.9 98.8 98.7 98.6 99.1 98.5

県　外 98.9 99.9 99.3 99.3 99.3 99.8 99.3 99.7 99.8 99.9



 


